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ＪＡＴＡの「受動喫煙防止対策」への基本的考え方 
 旅行業界として、「受動喫煙防止対策」の検討は大変重要と考えま  

 す。但し、私たちの業務であります旅行斡旋業は、お客様のご要望  

 をお伺いし手配・予約を生業としていることから「喫煙」「禁煙」のお  

 客様から満足いただけるサービースの提供が重要です。今回の議 

 論では喫煙者にも禁煙者にも優しい取組の充実に向けて積極的に 

 関わって行きたいと考えます。一方で、現状認識として日本に於ける 

 取組みは、訪日旅行者から見ても決して日本が遅れているとは言え 

 ません。調査結果を見ても一定の評価はされている。従って今求め 

 られているのは、喫煙マナーや分煙化、野外喫煙等の制度の統一 

 化等の更なる充実と考えています。旅行業界としても、今まで以上 

 に啓蒙活動を実施し「受動喫煙防止」に強力に取組んでまいります。 



現状での取組 

お客様へのご案内 

 １）国内旅行のお客様へのご案内 

   ・事前に喫煙の有無を必ず確認し、宿泊施設や食事箇所の手配 

    を行う。 

   ・喫煙者に対して公共的な場所（ターミナル、公共交通機関、レス 

    トラン、貸切バス内）での喫煙は、原則禁止のご案内。 

    （パンフレットに記載） 

   ・マナー遵守のお願い。 

   ・路上喫煙も地域によって制度が違うので現地にて確認のお願いをす 

    る。 
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 ２）海外旅行へのお客様へのご案内 

   ・事前に喫煙の有無を必ず確認し、宿泊施設や食事箇所の手配 

    を行う。 

   ・喫煙者に対して公共的な場所（ターミナル、公共交通機関、レス 

    トラン、貸切バス内）での喫煙は、原則禁止のご案内。 

   ・各国の喫煙やゴミの取扱について、国別に注意をお願いする。特に罰金の 

    問題は説明を要する。（パンフレットに掲載） 

   ・原則、喫煙可能箇所以外は禁煙と思われるので、路上喫煙等マナーには 

    充分気を遣う事のお願いをする。 

   ・添乗員が同行する場合、現地にて喫煙事情を詳細に説明ご案内する。 
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 ３）訪日旅行者のお客さんへのご案内  

   ・事前に海外の旅行会社より喫煙・禁煙の情報を収受し行程に反映させる。 

   ・お客様に出発前に日本の喫煙マナーや制度の説明を旅行会社が実施する。 

   ・日本に到着後、旅行会社の添乗員より日本の喫煙マナーや制度の説明を実 

    施する。 

   ・国内行動中に、マナー違反等見受けたら遵守のお願いをする。     
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要望事項 

 １）「喫煙」に対する規制の全国統一 

    ・市町村によって規制の違いがあり、業界として全てのご案内が出来ない。 

    ・喫煙者、禁煙者双方に理解を得る制度。 

    ・訪日旅行者にも理解を得る制度とPR。 

 ２）喫煙可能場所の増設 

    ・防止の観点から、喫煙が可能な場所の増設と、その場所が分かる表示 

     の統一化（多言語にて）。 

 ３）分煙の更なる促進 

    ・まだまだ努力が必要な分煙を、再度各業界にて促進を図る。 

    ・設備投資が必要なことから、補助金の柔軟な運用が可能な制度の構築に 

     よる充実を求める。 



出典：「週刊ホテルレストラン」「株式会社ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル」 
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